
資料-１.1 

直轄事業と補助事業が連携 
 

金沢外
か な ざ わ そ と

環状
かんじょう

道路
ど う ろ

（山側
やまがわ

幹線
かんせん

）を全線供用 
 

一般国道８号 金沢
か な ざ わ

東部
と う ぶ

環状
かんじょう

道路
ど う ろ

を暫定２車線で全線供用します。 
 

石川
い し か わ

県金沢
か な ざ わ

市 
     
１．事業の概要 

 
金沢外環状道路は、金沢都市圏の骨格を形成し、渋滞緩和を図ることを目的とした環状道路であ

り、海側幹線と山側幹線とで構成されています。山側幹線は、一般国道８号より山側部分を指し、

金沢市今
いま

町
まち

から白山
はくさん

市乾町
いぬいまち

に至る全長約２６．４ｋｍの道路です。これに対し、一般国道８号より

海側部分（延長約１８．５ｋｍ）を海側幹線と呼んでいます。 

 山側幹線の一部を形成する金沢東部環状道路（金沢市今
いま

町
まち

～同市鈴
すず

見
み

台
だい

）は、国土交通省が直轄

事業区間として整備しており、石川県、金沢市、土地区画整理組合が補助事業として整備している

区間と連携して効果を発現します。 

 

２．事業の経緯 

直轄事業 一般国道８号金沢東部環状道路（国土交通省担当）の事業経過 

● 昭和６２年度  事業着手 

 ● 昭和６３年度  用地買収着手 

 ● 平成３年度   工事着手 

● 平成７年４月  地域高規格道路整備区間指定「整備路線名 金沢外環状道路」 

● 部分供用経過 

平成１４年３月 今
いま

町
まち

～梅田町
う め だ ま ち

   延長１．３ｋｍ  

平成１５年３月 東長江町
ひがしながえまち

～鈴
すず

見
み

台
だい

 延長２．４ｋｍ  

平成１６年３月 梅田町
う め だ ま ち

～月浦町
つきうらまち

  延長２．１ｋｍ  

※月浦白尾ＩＣ連絡道路の供用と連携して部分供用 

    

３．平成１７年度の実施内容 
平成１７年度は、未供用区間である金沢市月浦町～東長江町間Ｌ＝３．６km のトンネルを含む

改良工事及び舗装工事を完了させ、暫定２車線で全線（Ｌ＝９．４km）を供用します。また、石

川県、金沢市、土地区画整理組合が補助事業として整備している区間も同時に供用する予定であり、

金沢外環状道路山側幹線全線が供用します。 

 





一般国道４７０号 能越自動車道 穴水道路の全線供用
の う え つ じ ど う し ゃ ど う あ な み ず

石川県輪島市～鳳珠郡穴水町
わ じ ま ほ う す あなみずまち

１．事業の概要

能越自動車道（石川県輪島市～富山県砺波市・延長約１００ｋｍ）は、高規格幹線道路の一
のうえつ わ じ ま と な み

般国道の自動車専用道路として整備を進めており、能登地域・富山県西部地域と三大都市圏と
の と

の交流を促進し、産業・経済・文化の発展に大きく寄与する道路です。

穴水道路は 「能越自動車道」の一部として、石川県輪島市三井町（仮称：能登空港ＩＣ）、
み い ま ち の と

から穴水町此木（仮称：此木ＩＣ）に至る延長約６．２ｋｍの事業です。
このぎ このぎ

２．事業の経緯

本事業は、能登空港（平成１５年７月開港）へのアクセス強化を目的として、平成９年度に

事業着手し、平成１１年度に用地買収、平成１２年度に工事に着手しています。

３．平成１７年度の実施内容

平成１７年度は、土工事、橋梁及び舗装工事を推進し、無料道路として全線供用します。

穴水道路が供用されることにより、能登有料道路から能登空港まで信号が無い道路でスム

ーズかつ快適に連絡します。

此木ＩＣ付近（写真 上 輪島方面） 麦ヶ浦地区（写真 上 輪島方面）
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資料-3 

一般国道８号 金沢市示
し め

野
の

地区６車線化に着手 
（金沢地区交通対策） 

石川県金沢市 
１．事業の概要 

 金沢地区交通対策は、一般国道８号の金沢市内における交通混雑の緩和を図ること

を目的とした金沢市今
いま

町
まち

から白山市
はくさんし

福留
ふくどめ

町
まち

に至る延長約24.1ｋｍの事業です。 

２．事業の経緯 

 本事業は昭和62年度に事業化し、これまでに主要交差点の立体化を実施しています。 

・ 平成７年度  松島
まつしま

北交差点立体化 

・ 平成８年度  田中
た な か

交差点立体化 

・ 平成１６年度 西念交差点立体化（平成17年3月17日） 

 また、交差点立体化の他、交通需要に対応するため、車線数を増やし交通容量を拡

大する対策を実施しています。 

・ 平成１４年度 金沢市森戸
も り と

～野々市町御経塚
おきょうづか

の５車線化 

・ 平成１６年度 金沢市諸江
も ろ え

～ 南
みなみ

新保
し ん ぼ

間の６車線化（平成17年3月24日） 

３．平成１７年度の実施内容 

    平成１７年度は、現在、Ｔ字交差点である示
しめ

野中
の な か

町
まち

交差点の都市計画道路観音
かんのん

堂上
どうかみ

辰巳
た つ み

線

の海側への延伸による十字交差点化、沿道では戸板
と い た

第二
だ い に

土地区画整理事業による大規模商業

施設開業が予定されていることから、今後、国道８号の交通渋滞がさらに激しくなることが

予想されます。このため、国道８号の渋滞対策として金沢市藤江町
ふ じ え ま ち

から示野町間を６車線化

し、道路の交通容量の拡大を図る計画です。平成１７年度は、戸板第二区画整理事業の区域

のうち、拡幅に必要な用地を公共施設管理者負担金により取得し、福井方面から都市計画道

路観音堂上辰巳線への左折車線を新設し供用します。 

松島北立体

西念立体

諸江～南新保
６車線化

森
戸

～
御

経
塚

５車
線

化

御経塚

森戸

藤江立体

藤江～示野６車線化

金沢外環状道路海側幹線 
（街路部供用済） 

示野

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝ 
（H17末ｵｰﾌﾟﾝ） 

    戸板第二土地区画整理事業 

示野中町
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一般国道８号 津幡
つ ば た

北
きた

バイパスの部分供用  
 

石川
いしかわ

県河北
か ほ く

郡津幡
つ ば た

町 
 
 
１．事業の概要 

 津幡北バイパスは、河北郡津幡町内における一般国道８号の渋滞緩和と交通事故の削減を

目的とした、河北郡津幡町刈安
かりやす

から同町舟橋
ふなばし

に至る延長５．８ｋｍの道路です。 

 

２．事業の経緯 

 昭和５９年度に事業着手し、昭和６１年度に用地買収、平成３年度に工事着手しており、

平成１０年度には、津幡町倉
くら

見
み

～同町庄
しょう

の延長約１．７ｋｍについて暫定２車線で供用して

います。加茂
か も

地区の事業用地内で平成３年から続けられてきた埋蔵文化財発掘調査が平成

１６年度に完了しています。 

 

３．平成１７年度の実施内容 

  平成１７年度は、未供用区間について、トンネル工事、土工事、橋梁工事、舗装工事を

推進し、津幡町加茂
か も

（県道高松津幡線）～同町舟橋
ふなばし

（津幡バイパス接続部）の延長０．５ｋｍ

について暫定２車線で部分供用します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津
幡
町
加
茂 

部分供用  
延長０．５ｋｍ 

改良・橋梁工事促進 
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一般国道１５７号 野町
の ま ち

広小路
ひ ろ こ う じ

交差点改良山側の部分供用  
 

石川
いしかわ

県金沢
かなざわ

市 
 
１．事業の概要 

 野町
の ま ち

広小路
ひ ろ こ う じ

交差点は、金沢市中心部（香林坊・片町）から金沢市南部の郊外へ抜ける交通の要衝

であり、慢性的な交通混雑、渋滞が発生している交差点であるため、緊急的に混雑緩和対策を行うと

ともに、誰もが安全・安心に利用できるバリアフリー化された歩行空間の確保を目的としています。 

 

２．事業の経緯 

平成１３年度に石川県道路交通渋滞対策協議会で策定した金沢都市圏交通円滑化総合計

画で緊急渋滞対策箇所に位置付けられており、早期の完了を目指します。 

 

平成１４年度    用地調査 

平成１５、１６年度 用地買収 

   

３．平成１７年度の実施内容 

  平成１７年度は、現在、用地買収中である犀川大橋から野町
の ま ち

広小路
ひ ろ こ う じ

交差点間の山側の拡

幅工事を行い、片町方面から増泉（北陸道金沢西ＩＣ）方面への右折車線の２車線化、良

好な歩行空間確保のための歩道拡幅、電線類の地中化、歩道内融雪装置を整備し、供用を

開始します。なお、平成１８年度以降、引き続き海側の整備を行う予定です。 

 

 

現  況 交差点改良後

拡幅側（山側）

片 町 

野町広小路交差点 

片町から野町広小路交差点の渋

滞状況 

野町広小路 

交  差  点 

0.17km 



資料－６

一般国道４７０号 能越自動車道 七尾氷見道路
の う え つ じ ど う し ゃ ど う な な お ひ み

石川県七尾市
な な お

１．事業の概要

能越自動車道（石川県輪島市～富山県砺波市・延長約１００ｋｍ）は、高規格幹線道路の一般国道
のうえつ わ じ ま と な み

の自動車専用道路として整備を進めており、能登地域・富山県西部地域と三大都市圏との交流を促進
の と

し、 産業・経済・文化の発展に寄与する道路です。

七尾氷見道路 石川県 は 能越自動車道 の一部として 石川県七尾市八幡 七尾ＩＣ から 同市大泊（ ） 、「 」 、 （ ） 、
な な お ひ み のうえつ な な お や わ た な な お どうしおおとまり

（富山県境）に至る延長約１３．６ｋｍの道路です。

２．事業の経緯

平成８年度に事業着手し、平成１０年７月３１日に大泊ＩＣ（七尾市）から氷見ＩＣ（氷見市）間
おおとまり な な お ひ み ひ み

の延長約１５．６ｋｍ、平成１２年２月２２日には七尾ＩＣから大泊ＩＣ間の延長約１２．５ｋｍに
な な お おおとまり

ついて都市計画決定、平成１３年度に用地買収に着手しています。

３．平成１７年度の実施内容

平成１７年度は、用地買収を推進するとともに、本路線が通過する七尾城跡等の埋蔵文化財調査を

引き続き促進します。さらに、本線の土工事に着手します。

石
川
県
七
尾
市
大
泊

石
川
県
七
尾
市
八
幡

富
山
県
氷
見
市
大
野

用地買収推進

石川県側 L=13.6km 富山県側 L=14.5km



資料-7 

梯川
かけはしがわ

重点区間改修事業の促進 

～大規模引堤
ひ き て い

による治水安全度の向上～ 

梯川水系梯川（石川県小松市） 

１．事業の概要 

１）目 的 

梯川水系梯川は小松市街地を貫流する都市型河川であり、氾濫域に人口，資産等

が集中しており、また流下能力が大きく不足しているため、氾濫による被害は甚大
じんだい

な

ものが予想されます。 

このため治水安全度の向上を目的に、特に流下能力が不足している前川
まえかわ

合流点～

白江
し ろ え

大橋
おおはし

間（1.0km～6.0km迄）を重点改修区間と位置付け、下流部より順次引堤に

よる堤防整備を行っています。 

また重点改修区間には、小松
こ ま つ

天満宮
てんまんぐう

（国指定重要文化財）が存在し地域のシンボ

ルとなっていることから、現位置での保存を図る分水路方式による河川整備を行い

ます。 

２）全体計画 

築堤、旧堤撤去、橋梁架替、排水機場改築、分水路整備等 

２．事業の経緯 

平成８年度の着手以降、河川改修に必要な用地取得，補償や引堤による堤防整 

備を実施しています。平成１６年度までに鶴ヶ島
つ る が し ま

地区(左岸1.4k～2.1k)、泉
いずみ

・丸の内
ま る の う ち

地区(左岸2.2k～2.8k)の旧堤撤去が終了しています 

 

３．平成17年度の実施内容 

平成１７年度は、鶴ヶ島地区～泉・丸の内地区間で唯一となる堤防撤去未実施箇 

所(左岸2.1k～2.2k)の解消に向け、九竜橋川排水機場の移設を推進するとともに、

石川県と共同で小松大橋の架替を推進します。 

 

 

天神水管橋架替 

梯  
川  

旧堤撤去完了区間  

九竜橋川排水機場改築  

小松地区改修  

石田橋（H14 供用） 

天神水管橋架替 

小松大橋架替 

H16 年度旧堤撤去区間  



資料-8 

堤防の質的整備の推進（ 急 流
きゅうりゅう

河川
か せ ん

対策
たいさく

） 
 

手取
て ど り

水系手取川（石川県能美
の み

市） 

１．事業の概要 

手取川は、流域の９割を山地が占め、水源から河口までの平均勾配が約２７分の

１という我が国有数の急流河川です。 

急流河川という特性から、洪水時の川の流れは非常に大きなエネルギーを持って

おり、これまでにも幾度となく堤防が破堤し、大きな被害をもたらしてきました。 

このため、急流河川の洪水エネルギーに対して、充分な安全性を確保するため、

既設堤防を拡幅するとともに法勾配の緩やかな堤防の整備を実施します。 

２．事業の経緯 

 堤防の質的整備については、平成１６年度より事業に着手しました。 

 

３．平成17年度の実施内容 

平成１７年度は、洪水時の局所的な洗掘・侵食から堤防を保護するため、能美
の み

市

山田
や ま だ

地区において、急流河川対策（腹付け盛土）を推進します。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１５年１０月撮影 

施工予定箇所 

辰口橋 

急流河川対策（イメージ） 



１．災害概要

手取川上流部別当谷において、平成１６年５月１７日に前線通過に伴う大雨と融雪により、
大規模な土石流が発生し、砂防堰堤１９基、護岸２箇所及び砂防工事用仮橋や登山用吊
橋を流出させるなど大きな被害を被りました。

この別当谷には３４基の砂防堰堤群があり、土石流に対して、土石流捕捉・渓岸浸食防
止などの効果を発揮し被害の軽減に大きな役割を果たしたが、今回堰堤等の被害を受けた
ことから、災害復旧により腹付けによる補強を行い、堰堤の安定性向上を図ります。

２．事業の経緯

平成１６年度 復旧着手、平成１８年度 復旧完了

３．平成１７年度の実施内容
・施工箇所 白山市白峰地先
・実施内容 土石流により被災した砂防堰堤１９基、護岸２箇所を復旧。

手取川上流（別当谷）での災害復旧事業
（石川県 白山市）

白山

別
当
谷

別当出合

吊橋（流失）

崩壊発生場所

別当出合
登山ｾﾝﾀｰ

登山道（砂防新道）

被災場所

土石流の発生した別当谷全景

一部被災しながらも
侵食防止効果を発
揮した別当谷第１０
号砂防堰堤

既設堰堤

被災部分
腹付けによる補強

対策工のイメージ図 土石流により流失した吊橋

●

白山市
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無人化施工による柳谷上流砂防堰堤群の整備推進
や な ぎ だ に じ ょ う り ゅ う

手取川水系柳谷（石川県白山市）

１．事業の概要

１）目 的

手取川最上流部の柳谷に位置する柳谷第3号、第6号砂防堰堤は、甚之助谷砂防堰堤群の基幹

堰堤です。平成4～7年の度重なる出水により、これらの砂防堰堤が倒壊する危険性が生じたた

め、砂防堰堤の補強を行い甚之助谷砂防堰堤群によって抑制・扞止されている膨大な堆積土砂

の流出防止を図ることを目的として、導流落差工及び既設砂防堰堤嵩上げ工を実施します。
どうりゅうらくさこう

工事箇所は急峻で土石流や落石の危険が大きい河床内であり、非常時における避難時間の確

保が困難な現場であるため、無人化工法を採用し工事の安全確保を図ります。

２）全体計画

導流落差工：高さ60ｍ（落差工11段、床固工1基 、延長129ｍ）

既設堰堤嵩上げ工：3基（柳谷第21号、22号、24号堰堤）

２．事業の経緯

平成8～9年度 柳谷第3号、第6号堰堤を災害復旧

平成9年度 無人化施工による導流落差工に着手

平成14年度 日本初の大型無人クレーンによる完全無人化技術開発に着手

平成16年度 大型無人クレーンによる完全無人化施工に着手

３．平成17年度の実施内容

導流落差工の左岸側は落石・崩壊の危険が高いため、大型無人クレーンによる完全無人化施

工により工事を推進します。また、柳谷第22号堰堤において嵩上げ工を推進します。

Ｈ4年の出水による柳谷第3号、

第6号砂防堰堤の被災状況

導流落差工の施工状況 無人化施工の状況

無人クレーン

無人バックホー



資料-11 

白山
はくさん

の大規模地すべりの活動を抑制 

～甚之
じ ん の

助谷
すけだに

地すべり対策事業～ 

（石川県白山市） 

 

１．事業の概要 

 

甚之助谷地すべりは牛首川の最上流の標高１,６００～２,４００ｍの高度に位

置する全国でも希な高山地域の地すべりです。この地すべり変動の誘因の一つとし

て雪解けに伴う多量の地下水供給が考えられることから、地すべりブロック内の地

下水を排除する工法による地すべり対策事業を進めています。 

現在でも年間１５cm 程度の移動量が観測されていることから、左岸小規模ブロ

ックにおいて集水井及び集水ボーリング工を実施することにより、下流の白峰村な

どを土砂災害から守ります。 

２．事業の経緯 

昭和３７年の事業着手後、昭和４７年に事業を概成しましたが、その後、昭和５

０年頃より再活動がみられ昭和５６年より事業を再開しています。 

 

３．平成１７年度の実施内容 

左岸小規模ブロックの地すべり活動の抑制のため、３号集水井において集水ボー

リングを実施します。 

 

 

 

 

 

集水ボーリング 

３号集水井 

左岸小規模 

ブロック 
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石川海岸 海岸
かいがん

保全
ほ ぜ ん

施設
し せ つ

整備
せ い び

の促進 

（石川県小松市
こ ま つ し

） 
 

１．事業概要 

  石川海岸は、加越
か え つ

沿岸
えんがん

の中央に位置し、背後には加賀平野を代表する穀倉地帯が広

がっており、近年は、海岸沿いの砂丘地も工場地帯や住宅地として発展している。 

  また、石川海岸は冬期風浪による侵食が著しく、明治以降数百ｍにおよぶ海岸侵食

を受け災害が相次いだことから、直轄海岸保全施設整備事業として、直立堤防・緩傾

斜堤・離岸堤・新型人工リーフの整備を実施している。 

 

２．事業の経緯（小松工区） 

  平成１６年６月１７日付で小松
こ ま つ

海岸
かいがん

の一部（５，５４０ｍ）を直轄編入しており、

平成１６年度は新型人工リーフの函体製作工事に着手している。 

 

３．平成１７年度の実施内容 

『越前
えちぜん

加賀
か が

海岸
かいがん

国定
こくてい

公園
こうえん

』に指定されている当海岸の小松
こ ま つ

工区では、「ふれあい健

康広場」からの四季を通じて夕日のきれいな海岸として利用されており、海岸保全施

設整備事業として海面に突出しない構造の新型人工リーフ整備により、景観等に配慮

した事業を推進する。 

・施工箇所 小松市浜佐美
こ ま つ し は ま さ み

地先 

・実施内容 平成１７年度は、平成１６年度に製作した人工リーフ（函体）の据付

を行うものである。 

 

 

北 陸 自 動 車

小松空港  

越前加賀海岸国定公園

ふれあい健康広場

平成１７年度施工箇所

【小松市浜佐美地先】  
（平成 15 年 8 月撮影）  

新型人工リーフ 



資料－１１

一般国道１５７号 横宮自歩道事業の整備推進
よ こ み や

石 川県石 川郡野々市町
いしかわ いしかわ の の い ち

１．事業の概要

横宮自転車歩行者道は、一般国道１５７号石川県石川郡野々市町横宮町～同町若松地先に

おいて、誰でも安心して利用できるバリアフリー化された自転車歩行者空間の確保を目的と

した、延長０．５５ｋｍの事業です。

２．事業の経緯

平成１５年度に設計を実施し、平成１６年度からは木呂川橋架け替えに伴う用地買収に着

手しています。また、平成１６年度には、横宮地区のバスベイ及び駐輪場等の整備を行いま

した。

３．平成１７年度の事業の概要

平成１７年度は、引き続き木呂川橋架け替え関連の用地買収を推進します。

1 5 7

文
至

 

金

沢

市

街

横宮自歩道 L=550m

文

野々市町文化会館

（フォルテ）

大型スポーツ施設

至 ８号

平面図

木呂川橋架け替え

横宮交差点

野々市交差点

若松交差点

文化会館前交差点

　● 自歩道計画横断面図【標準部】（総幅員 ２０．０m）
自歩道　 路肩 車道 車道 路肩 自歩道

3.00m 0.5m 3.25m 3.25m 3.25m 3.25m 0.5m 3.00m

センターライン

　● 現況横断面図【標準部】（総幅員 約１５m）
自歩道　 路肩 路肩 自歩道
1.90m 0.25m 0.25m 1.90m5.40m 5.40m

車道車道 センターライン



資料－１２

交通事故対策の推進

一般国道１５７号 堀内地区交通安全事業の整備推進
ほりうち

石 川県石 川郡野々市町
いしかわ いしかわ の の い ち

１．事業の概要

堀内地区交通安全事業は、野々市町稲荷交差点から堀内北交差点において、現況の狭小な

車道幅員の解消（４車線化）と右折車線を設置し、歩道の拡幅・バリアフリー化を図ること

により、道路の安全性を高め死傷事故を抑止することを目的とした延長約０．４ｋｍの事業

です。

２．事業の経緯

本事業は、平成１７年度から新規事業着手します。

３．平成１７年度の事業の概要

平成１７年度は、測量・設計と用地買収に着手します。

1 5 7

堀内地区交通安全事業 L=410m

至 ８号

平面図
至 金沢市街

堀内北交差点

太平寺交差点

稲荷交差点

稲荷西交差点

堀内新交差点

　● 自歩道計画横断面図【交差点部】（総幅員 ２２．０m）

自歩道　 路肩 右折車線 路肩 自歩道
3.00m 0.5m 3.00m 3.00m 3.00m 3.00m 3.00m 0.5m 3.00m

車道 車道

　● 現況横断面図【標準部】（総幅員 約１５m）

自歩道　 路肩 路肩 自歩道
1.50m 0.25m 0.25m 1.90m5.40m 5.40m

車道車道 センターライン



資料-15 

川北町
かわきたまち

水辺
み ず べ

の楽校
がっこう

プロジェクトの整備推進 
～豊かな自然を学習の場として活用～ 

手取
て ど り

川
がわ

水系手取川（石川県能美郡
の み ぐ ん

川北町
かわきたまち

） 
 

１．事業の概要 

１）目 的 

手取川水系手取川は豊かな自然環境が広がっており、近隣の小中学校の野外学

習の場や保育所の散策など、地域に広く利用されていることから、平成９年１月

に「水辺の楽校」として登録し、豊富な自然を活かした身近な自然教育の場とす

るため、「自然の理解を育む」、「生きる力を育む」、「地域への愛着を育む」

を基本理念として、整備計画を策定し、川北町と協力しながら整備を行っていま

す。 

２）全体計画 

高水敷整正、アクセス階段、低水法面保護工 

 

２．事業の経緯 

平成９年度より整備に着手し、中央拠点、東部拠点、西部拠点の順に整備を進め

ており、川北小学校、川北中学校に隣接した中央拠点の整備を平成１３年度までに

完成しています。平成１４年度からは中島小学校に隣接した東部拠点の整備に着手

し、平成１６年度に完成しました。 

 

３．平成１７年度の実施内容 

平成１７年度は、橘小学校・橘保育所に隣接した西部拠点（手取川大橋下流右岸、

川北町朝日地区）の高水敷整正等の基盤整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手取川大橋  
手 

取 

川  

整備箇所  
中島小学校の児童たちによる野外学習状況  

整備済地区での利用状況  

整備箇所  

国道８号  



資料－１４

無電柱化の推進
一般国道157号 野々市町本町電線共同溝

の の い ち ま ち ほ ん ま ち

石川県石川郡野々市町
い し か わ い し か わ の の い ち

１．事業の概要

本町電線共同溝は、道路景観及び都市防災の向上、歩行空間のバリアフリー化による

． 。安心して通行できる歩行空間の確保を目的とした上下線合わせ約１ ４ｋｍの事業です

２．事業の経緯

本事業は、平成１６年度から事業着手し、これまでに山側（金沢市街方向）において

延長約０．４ｋｍの無電柱化を推進しています。

３．平成１７年度事業の概要

平成１７年度は、引き続き海側（８号方向）について、延長約０．３ｋｍの工事を推

進します。

　● 現況横断面図【標準部】（総幅員 ２０．０m）

自歩道　 路肩 車道 車道 路肩 自歩道
3.00m 0.5m 3.25m 3.25m 3.25m 3.25m 0.5m 3.00m

センターライン
電柱 電柱

　● 計画横断面図【標準部】（総幅員 ２０．０m）

自歩道　 路肩 車道 車道 路肩 自歩道
3.00m 0.5m 3.25m 3.25m 3.25m 3.25m 0.5m 3.00m

センターライン

電線共同溝
電線共同溝

1 5 7

本町電線共同溝 L=700m(上下線）

至 ８号

平面図

至

 

金

沢

市

街

H17整備予定区間

太平寺交差点

稲荷交差点

若松交差点

文化会館前交差点




